
国保に加入する人 国保を支える保険料（税）

保険料（税）の流れ

県
各市町村の状況（国保加入者数・医療費水準・所得水準等）を考慮して
市町村ごとの納付金を決定

市町村

世帯主

保険料（税）の納付保険料（税）の賦課

お店等を経営する自
営業の人

農業・漁業等に従事
している人

退職して職場の健康
保険をやめた人とそ
の家族

パート、アルバイト
等で、職場の健康保
険に加入していない
人

臨時的事業のため事
業者に雇用されてい
る人

３か月を超えて日本
に滞在するものと認
められた外国人及び
他の健康保険の加入
者を除いた特定技能
外国人

国保への加入は世帯単位ですが、家族一人ひとりが被保険者です。
国保への加入の届け出は、世帯主が行うことになっています。
また、国保被保険者の属する世帯でその世帯主が職場の健康保険等
に加入している場合（擬制世帯）、国保加入者である家族に世帯主
を変更することができます。※

※国保の世帯主を変更するには、新たに世帯主となる人の届出が必要です。
　また、擬制世帯主(擬制世帯の世帯主)の同意や保険料(税)を完納していること等の
条件を満たす必要があります。

国保の保険料（税）は、県が必要となる医療給付費等の見込みをも
とに、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、市町村に対
して標準保険料率を提示します。
市町村は、提示された標準保険料率を参考に、各世帯の状況を考
慮して世帯ごとの保険料（税）を決定し、徴収します。
各世帯から納付された保険料（税）は、国保事業費納付金として市
町村から県に支払われます。

国保事業費納付金の決定
標準保険料率の提示 国保事業費納付金の支払い

県から提示された標準保険料率を参考に、各世帯の状況を考慮して世帯 
ごとの保険料（税）を決定し、徴収する
＜保険料（税）の計算方法＞
①平等割　②均等割　③所得割　④資産割
※１　市町村ごとに①から④の計算方法を組み合わせて決定
※２　市町村によって割り振り項目は異なります

保険料（税）を市町村に納める
※国保に加入している40歳から64歳までの人は、国保料（税）と一緒に
介護保険料も市町村に納めます

国 保に加 入する人国 保に加 入する人 国保を支える保険料（税）国保を支える保険料（税）
他の健康保険（例えば職場の健康保険組合や共済組合等）の加入者
とその家族、生活保護を受けている世帯、後期高齢者医療制度加入
者等を除いて、すべての人が国保の加入者「被保険者」になります。



国保を支える保険料（税） 国保で受けられる給付

国保で受けられる給付国保で受けられる給付

海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場
合、いったん全額自己負担していただきます。
その後帰国して市町村の窓口に申請すれば、
保険給付分が払い戻されます。
※１担当の医師等から治療内容やかかった金額についての証明書
が必要となります。

※２日本で保険適用とされていないものおよび治療目的で渡航し
た場合には対象とはなりません。

ポイン
ト

２割 ３割

０歳～義務教育就学前 70歳～74歳義務教育就学～69歳

２割 ２割 １割
３割（現役並み所得者）

75歳以上
（後期高齢者）

病院や診療所の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すると
医療費の一部を支払うだけで診療を受けることができます。残りの
費用は国保が負担します。自己負担の割合は次のとおりです。

保険料（税）を滞納すると…

①納期限までに納めないと…
 ● 督促をうけたり、延滞金が加算されたりする場合があります。

②納期限から１年が過ぎると…
● 医療費はいったん全額自己負担になります。後日申請により
保険診療分が「特別療養費」として支給されます。

③納期限から１年６か月が過ぎると…
 ● 国保の給付の全部または一部が差し止められます。
● 上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、
国保の給付（療養費、高額療養費、葬祭費等）を受けると
き、その費用の全部または一部を滞納保険料(税)にあてら
れることになります。

特別な理由もなく保険料（税）を滞納している人については、次の
ような措置がとられます。

保険料（税）は国保の
大切な財源となって、病気や 

けがをしたときの医療費にあてら
れています。いざというとき皆さんの 

助けとなる保険料（税）ですので、
忘れずに納めましょう。

・お医者さんの診察
・病気やけがの治療
・入院および看護
・治療に必要な薬や注射
・在宅療養（医師による訪問診療）
・訪問看護（医師が必要と認めた場合）等

歯の治療もほとんど 
国保が使えますが、 
特殊な材料等を使う 
場合は全額または一 
部自己負担になりま 
す。歯列矯正や歯科 
の健康診断には国保 
は使えません。

海外療養費

一部自己負担割合

療養の給付


